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特集 1 ● 都市インフラの海外展開

一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 国際インフラ整備支援室　　　    　　
（元インドネシア JICA専門家：総合交通政策アドバイザー／ JUTPI プロジェクトリーダー）　濱田　圭吾

日本の都市開発のアジア諸国への展開に

ついて

はじめに

アジア開発銀行（ADB）の「アジア経済見通し 2014

年」によると、2013 年 6.1％であったアジア途上国平均

GDP 成長率は、14 年に 6.2％、15 年に 6.4％へ回復して

いくとされている。1997 年アジア通貨危機、2008 年世界

経済危機、12 年以降８％を割り込んだ中国経済の減速な

ど、幾度となく国際経済動向の大波に揉まれながらも国

内改革などを進めるとともに、豊かな労働力や巨大な市

場などの潜在力・資源を活かし、経済成長を続けている

のがアジア地域の新興国である。特に、アジア新興国の

都市部においては、地方部からの人口集中と産業構造の

工業化・サービス化・高度化により、一人当たり GDP が

3,000 ドル、5,000 ドルへと上昇し、豊かな購買力を有す

る中間所得者層の厚みが増しつつある。

一方、シンガポールなどを除き、ほとんどの大都市が

逞しい経済成長と急激な都市化現象を見せる反面、交通

施設や上水道等供給処理施設など都市インフラの不足か

ら人口過密、交通混雑、大気・水質汚染等環境問題など

の深刻な都市問題を引き起こしている。また、地球規模

の課題として捉えられている温室効果ガス排出量の増加

により、豪雨災害、干ばつ、海面上昇など気候変動問題

を顕在化させつつあるともいえる。

これらの経済成長期における都市問題は、1950 年～ 60

年代の高度成長期において、日本の都市が経験した大気

汚染・水質汚濁などの公害問題と同様の過程である。日本

では、その後、国土政策、都市政策及び都市インフラ整備

によりこれらの課題を克服し、現在の「環境都市（エコ・

シティ）づくり」に至っている。この都市政策及び都市

開発の経験と知見をもって、新興国の都市問題に係る技

術協力に当たると、文化・宗教等が異なるものの現地の

課題を明確にすることが容易である。また、現地政府の

職員を本邦研修へ招き、年々進化する「環境都市」を案

内するとともに、かつての都市問題や公害都市及び個々

の都市インフラ整備手法などを解説していくと、当事国

の課題とその取り組み方針を発見できるようである。

気候変動問題は、地球規模の課題であり、先進国も、日

本も海の向こうの問題と無関心でいることはできない。

本稿では、その CO2排出の主要地域と考えられる新興国

大都市の都市開発政策からアプローチしていきたい。さ

らに、日本の経験・知見である都市計画システムや環境

都市づくり手法の適用方法を模索し、将来の都市インフ

ラ直接投資や製造業・サービス業等他分野の投資環境整

備の支援方策を考えていきたい。

１．アジア新興国等の都市開発に

おける課題

国連の都市化の進展予測によれば、2010 年から 25 年

にかけて、人口 100 万人以上の都市数がASEAN 及び南

西アジアで 76 都市から 118 都市へ増加するということ

である。この間だけでも、膨大な都市開発・インフラ整

備需要が発生することになるが、ほとんどの都市におい

て、その需要に対応する行政機関の総合的なまちづくり

技術・ノウハウ及び民間の資金導入手法が確立されてい

ない。まず、独立行政法人国際協力機構（JICA）等によ

る国際協力・技術協力の現場を前提に、経済成長と海外

からの直接投資に湧くアジア新興国等の都市開発・地域

開発に係る課題を総論的に整理してみる。

（１）都市行政組織・人材の経験不足

①　行政組織における調整機能の不足

開発途上国における多くの行政組織は、旧植民地宗主

国等の法体系や組織体系を引き継いでいる場合が多い。

例えば、組織の人材確保については、公募制度をとる場

合が多く、日本の年功序列を伴う終身雇用制とは大きく

異なる。組織の調和を尊ぶ日本でも、タテ割り行政の弊

害が議論されることは少なくない。欧米のヨコ社会型概

念を踏襲する途上国、開発課題及び市民ニーズの多様化

する巨大都市の都市開発政策において、行政組織のタテ
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割りとヨコの調整は宿命的課題といえる。

②　人材の不足と経験不足

技術系教育機関の整備の遅れ及び政府職員と民間企業

職員との待遇の格差などを原因とする人材不足、特に地

方政府における絶対数の不足は、計画・実施・管理等そ

れぞれの段階において、短期間の成果達成に追われ、顧

客あるいは株主ともいえる住民との協議や事業参加及び

個別インフラ事業間調整などの欠落を招いている場合が

多い。

また、多分野にわたる近代的都市インフラの建設歴史

が浅く、個々の技術者の事業・現場経験が不足し、都市

問題・課題の特定・分析及び対応策の策定に到達できな

い事例も多々ある。行政職員としてのコンプライアンス

と責任まで含めて、ガバナンスの改善に向け、経験豊か

な先進都市からの支援が求められる。

（２）都市開発マスタープランとその実施計画の乖離

①　与えられるマスタープラン

多くの開発途上国では、その穏やかな風土と慣習から

マスタープランや長期計画を策定するという土壌・文化

が定着していない。現存する多くのマスタープランは、国

際的なドナーの援助によるマスタープランであり、自ら

の計画へと醸成されたものは少ない。その結果として、

実施計画への書下ろし及びより具体的な行動計画やロー

ドマップの策定が不在となり、事業実施へと繋がらない

場合が多い。ある政府職員に、書棚に並ぶマスタープラ

ンの列を指さし「もう、マスタープランは必要ない。実

施・実行する方法を教えて欲しい」と嘆かれ、一方「日

本研修では、いつも美しい街並みを案内され、煌びやか

で高度な技術を駆使したインフラを見せてくれるが、そ

の具体的な造り方、計画手法まで教えてくれない」と、

彼ら自身、プロジェクト実施能力と都市管理経営能力が

必要であることを自覚している。

②　実現に向けた実施計画の不在

長期計画である総合的な都市開発マスタープランの実

現に向けては、企画調整機能あるいは都市経営管理機能

を担う部局が不可欠である。多分野にわたる都市開発の

実施計画・ロードマップを作成、定期的に PDCA サイク

ルを遂行し、Plan　計画（Plan）、実施（Do）、評価・点

検（Check）及び処置（Action）を繰り返す必要がある。

ただ、一般的な現状としては、この企画調整・都市経

営管理機能が軽視され、マスタープランから個別事業実

施へ短絡するため、例えば、鉄道事業者と道路事業者と

の調整が不足し、駅前広場の不在、アクセス道路の不

備、地下鉄出入口を設置する歩道がないなど、本来の市

民サービスに支障をきたすことになる。また、新設・改

良される鉄道が地域の土地利用・交通を分断したり、沿

線の土地利用との整合が取れないなど、個々の投資効果

が出現しないこともある。

（３）土地所有制度の問題

アジア諸国では、国の成り立ち上、土地は国民のもの

ということで、土地が国有・公有になっている国と、日

本と同じく私有になっている国がある。しかし、全ての

　表 1　東南アジア諸国の国勢と都市集中状況

国　　　名
人　　口
（百万人）

経済成長率
（％）

GDP/ 人
（USD）

都　市　名
人　　口
（千人）

フ ィ リ ピ ン 92 6.80 2,790
ケ ソ ン シ テ ィ 2,762

マ ニ ラ 1,652

イ ン ド ネ シ ア 238 6.26 3,563
ジ ャ カ ル タ 9,608

ス ラ バ ヤ 2,765

マ レ ー シ ア 28 5.64 10,548 クアラルンプール 1,645

タ イ 66 6.49 5,647 バ ン コ ク 6,846

ベ ト ナ ム 86 5.25 1,896
ハ ノ イ 1,074

ホ ー チ ミ ン 3,016

カ ン ボ ジ ア 13 7.32 933 プ ノ ン ペ ン 1,571

ラ オ ス 6 7.90 1,349 ビ エ ン チ ャ ン 210

ミ ャ ン マ ー 51 7.30 868
ヤ ン ゴ ン 4,348

マ ン ダ レ ー 927

バングラデシュ 150 6.29 960
ダ ッ カ 5,334

チ ッ タ ゴ ン 2,023

イ ン ド 1,210 4.74 1,489

ム ン バ イ 11,978

デ リ ー 9,879

コ ル カ タ 4,573

パ キ ス タ ン 131 3.84 1,386
カ ラ チ 9,339

ラ ホ ー ル 5,143

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （出典） 人口：総務省（基準年は 2005 年～ 11 年）、UN、 
成長率：IMF 
GDP：外務省、IMF（2012 年～ 13 年）
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過密大都市における都市開発事業にとり、公共施設の用

地確保、土地収用の問題は最大の課題となっている。

①　土地の公有と有償使用権貸与制度

ベトナムは、土地の国有制をとっている代表例でもあ

るが、ホーチミン、ハノイなど特に都市部では、国から得

た長期の土地使用権が市場価格により売買されるという

ことである。ただし、土地利用の用途は変更することが

できないため、例えば、農地の使用権を取得し、住宅地

を開発することはできない。大都市郊外の農地・緑地等

を新都市へ転換利用する場合は、行政が代替土地の提供

により従来所有者の営農権を保障し、新所有者である開

発事業者へは行政の開発管理権限が執行できると考えら

れる。一方、同様制度のミャンマーでは、新都市へ土地

用途を変更する場合、一定期間の収穫・収入補償となっ

ており、従来営農者の権利が幾分不安定といえる。

②　土地の私有制度

東南アジアで最も大規模に開発の進むインドネシア等

では、土地の私有制度をとっており、多くの都市開発事

業及び個別都市インフラ整備事業の停滞原因は土地収用

である。土地収用法等の制度整備を進めているところで

はあるが、代替え土地の提供や営業権存続措置など従来

権利の保障ルールに工夫が望まれる。

（４）都市計画及びインフラ関連法令・規則の不在

アジア諸国の多くが、日本のかつての高度成長期に

入っている。あるいは、入りつつある。どの国にも、基本

的な都市計画法・制度は存在しているものの、都市化の

圧力による無秩序な市街化・スプロール現象を抑制する

明確な規定、都市生活・活動に必要かつ公共的な都市施

設の位置づけ及び法に基づく都市計画事業の構築など、

今後の課題といえる。

また、人口の都市集中の速度や開発需要の高まりを考

慮し、個別の都市インフラに係る事業法及び民間資金や

活力を導入する PPP 法など、関連インフラ法の明解性、

具体性及び適応性などの向上も急がれる。

（５）脆弱な都市財政

①　地方・都市自治に望まれる地方・都市財政の充実

一般的に、大半のアジア諸国で人口増加、しかも人口

ボーナスと呼ばれる生産労働人口率の厚みと上昇する消

費者購買力が、それぞれの経済成長と政府歳入の増加を

支えている。一方、地方分権の推進と地方自治制度の拡

充は促進されているものの、中央政府に比べ地方・都市

財政には厳しい状況がある。多くの国で、地方税・使用

料等収入は乏しく、支出では人件費等固定経費が大勢を

占めるため、投資的経費に余裕がない。首都でさえ、投

資的分野は中央の直轄事業あるいは財源分担を仰ぐ必要

がある。

②　民間資金の活用

また、厳しい地方・都市財政であるにも関わらず、大

規模の住宅団地、工業団地及び商業施設等の民間都市開

発事業が先行し、そこから発生する関連公共施設整備需

要に追われる実態もある。このような都市開発の開発利

益を受益者負担の原則から関連公共施設へ再投資する手

法とともに、官民連携の PPP 事業の積極的な導入が望ま

れる。

③　燃料等の補助金制度

アジアの途上国における主要な国家歳出の一つに低所

得層向け支援の補助金がある。国によって異なるが、食

料、肥料から燃料まで国民生活を支える多様な分野に補

助が実施されている。中でも燃料補助金は主に自動車等

の燃料に使用されており、2012 年にインドネシアのそれ

はGDPの３％にまで達したと推計されている。それぞれ

の国に事情はあれど、日々悪化する都市交通事情を考慮

し、MRT など公共交通インフラの投資へ振り替え、公

共交通を利用せざるを得ない低所得者層の利便性及び経

済性の改善を図るのも一つの選択肢である。

２．ジャカルタ首都圏都市交通政

策統合プロジェクト

2011 年に 2025 年を目標とするインドネシア全土６経

済回廊により構成される「経済開発加速・拡張マスター

プラン」が策定された。この期間続く人口ボーナスと呼

ばれる高い生産労働者人口率の経済的ポテンシャルを活

用し、国土開発を推進しようとするものである。

また、同時に日本・インドネシア両国は、東日本大震

災・大津波の被災から１週間を経ない 11 年３月、ジャ

カルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）第１回運営委員

会を発足させ、首都圏の都市整備と日本の成長戦略「イ

ンフラ輸出」に向け、イ国全人口の 10％以上、海外への

輸出の 60％が集中する首都圏のマスタープラン策定に

着手した。14 年“Demographia”によると、ジャカルタ

首都圏は人口 3,000 万人、圏域面積 3,100km2、東京首都

圏（関東地方の都市地域）は 3,800 万人、8,500km2であ

るが、ジャカルタの場合、極度にその都心一極へ都市機

能が集中しており、様々な経済不効率と都市問題を引き

起こしている。

同運営委員会の共同議長であるハッタ・ラジャサ前経
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済担当調整大臣は、冒頭、大震災のお見舞いの言葉の後、

「東京の隣には横浜があるように、ジャカルタ首都圏も

機能分散を」と、一極集中から多極分散型ネットワーク

型圏域整備の方針に言及され、「ジャカルタ首都圏都市交

通政策統合プロジェクト（JUTPI）マスタープランを活

用されたい」と付け加えられた。

 

写真１　独立記念公園タワーよりジャカルタ都心部を望む

写真２　都心 ホテル・インドネシア（右下）交差点付近

（１）ジャカルタ首都圏における都市開発の現状と課題

ジャカルタ首都圏の人口は、2000 年の約 2,000 万人か

ら 2010 年の約 2,800 万人へと過去 10 年で約 1.4 倍（平均

年増加率約 3.4％）に伸びており、インドネシア全体の１

割強を占める。その経済規模は GDP の約３割に達し、海

外からの投資の約４割が集中する成長センターである。

住宅、商業・業務及び工業団地等の都市開発には目ざま

しいものがある一方、首都圏都市交通は著しく道路交通

に依存しており（98％）、更に、首都圏の車両登録台数が

急増（2000 年の 326 万台から 2010 年の 893 万台と約 2.7

倍）していることから、交通渋滞は深刻な状況にあり、

大きな経済的損失となっている。

2002 年の JICA 調査では、交通混雑による年間の経済

的損失を車両運行費で３兆ルピア（約 360 億円）、人の

時間価値で 2.5 兆ルピア（約 300 億円）と推定している。

2010 年現在では、特に車両（オートバイと自家用車）の

急激な増加により、調査当時よりも渋滞状況は悪化し、

その経済的損失は激増しているものと思われる。

そこで、JICA とインドネシア経済調整大臣府は、首都

圏の交通混雑・渋滞を緩和し、円滑な都市経済活動が行

えるよう、総合的な都市交通改善に取り組むため、2009

年、首都圏都市交通マスタープランの更新及び首都圏交

通庁（JTA: 首都圏 Transportation Authority）の立ち上

げを成果目標し、JUTPI プロジェクトに着手した。

①　堅調な経済成長

インドネシア経済の潜在成長力は、247 百万人という

人口規模と 30 歳未満の若年人口率５割超の生産労働力

人口率の高さにある。2008年リーマンショックに端を発

する世界金融危機にも関わらず、その経済停滞を最小限

に止め、2010 年には、一人当たり GDP が 3,000 米ドルを

突破した。元々、その国民性から内需・消費意欲が旺盛

である上、「GDP が 3,000 米ドルを超えるとモータリゼー

ションが本格化する」といわれているとおり、2012 年、

年間国内自動車販売量が 100 万台の大台に乗り、順調に

伸び続けている。単純計算では、首都圏域の一人当たり

GDP は既に１万米ドルを超えていることになる。

また、2011 年には「経済開発加速・拡大マスタープラ

ン（MP3EI）」を策定し、全国をインフラ網で連結する

６経済回廊構想が発表された。2025 年には、世界 10 大

経済大国となることを目指している。

表２　インドネシアの堅調な経済成長

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

GDP/ 人

（USD）
1,862 2,191 2,350 2,977 3,498 3,562 3,500

経済成長率

（％）
6.3 6.1 4.6 6.1 6.5 6.2 5.8

 （出典）外務省、インドネシア政府統計

②　急速な都市成長とスプロール的開発拡張

インドネシアの都市計画における土地利用、容積率の

指定は、その開発による交通発生・集中による周辺地域へ

の影響調査などを実施せずに行っている。その一方で、

都市の経済成長による住宅等の秩序なき開発が、全方位

の一般幹線道路に沿って膨張し、スプロール現象を引き

起こしている。2000 年と 2010 年の衛星写真解析から、農

地や空地が住宅地へ開発されたのは約 2.35 万 ha、カンプ

ンと呼ばれる低密集落が住宅地へ移行したのは約2.44万

ha と驚異的なスピードで都市化が進んでいる。また、近

年の大型工業団地開発については、首都圏東部地域へ延

びる高速道路を中心に、日系企業等による交通指向型開

発 TOD手法に則った整備が進められたものの、高速 IC

から団地への一般道路が改良されないため、その機能を

損じている。
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これらの交通政策等を伴わない都市開発等からの膨大

な通勤交通等の増加は、首都圏の交通マヒや環境悪化な

ど様々の都市問題の原因となっている。面積、人口とも

に東京都特別区とほぼ同じ規模であるジャカルタ首都特

別州へ通勤する人は 2002 年から急増しており、約 1.5 倍

になっている。

 

出典：SITRAMP パーソントリップ調査、JUTPI　通勤・通学調査

図１　ジャカルタ首都特別州への通勤者数の変化

一方、自家用車交通の増加と公共交通、バス交通機能

の衰退も交通混雑・渋滞に拍車をかけている。2002 年

には約４割近い人がバスで通勤・通学していたが、2010

年には約半数の人がオートバイで通っている。自動車や

オートバイ等への転換（モータリゼーション）が急速に

進んでいるといえる。
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出典：SITRAMP パーソントリップ調査、JUTPI　通勤・通学調査

図２　通勤・通学交通手段の変化

一方、鉄道沿線については、その利用率の低さと都市

交通としての地位の低さから、TODの概念による開発は

進んでいない。都市交通において、経済性・利便性・安

全性及び輸送力に優る鉄道網の活用なくして、現在の首

都圏の持続可能な成長は不可能である。

③　絶対的な都市交通インフラの不足

日々、人、モノ、情報・資金の動きである都市経済活

動の拡大するジャカルタ首都圏において、人の動きと物

流を支える都市交通インフラが絶対的に不足している。

2000 年以降、ジャカルタ州内では、その州域面積

656km2に対する管理道路面積６％、約 40km2が全く増

加しておらず、この 10 余年間建設されたのは都市間高速

道路と既存道路上の高架道路などである。2011 年には、

渋滞対策の苦肉の策として、４車線道路上空に４車線高

架道路の建設に着手、橋脚が道路敷地いっぱいに張り出

し、都市計画とはいい難い事業であった。日本など通常

の都市では、低くても道路面積率 15％から 25％は計画・

整備されている。この絶対的な道路不足が、現地では、

完全に自動車交通の身動きがとれなくなる状態「2014 年

にグリッド・ロックに陥る」といわれていたが、その日

が近いかも知れない。交通政策としての道路整備を抜き

に土地利用・都市開発を進めてきた結果である。

一方、都市鉄道については、国有の首都圏都市鉄道会

社が環状線と４方向放射状路線約 150㎞のネットワーク

を車両数約400両で運行している。過密都市においては、

大量交通機関MRT は交通混雑の救世主となりえるが、

首都圏では鉄道利用率が、わずか２％程度、一日乗降客

数 30 ～ 40 万人にとどまっている。運行頻度や車両数の

不足など運行サービス及び安全性・快適性などに原因す

る。また、州政府は公共交通として、2012 年現在、10 路

線 147㎞の高速バスシステム BRT を保有するが、一日乗

客数 33 万人、2,300 人／日・㎞程度であり、幹線道路中

央部を専用レーンとして確保しながら営業採算が取れて

いない。経営・運行システムに改善が求められる。

④　都市政策統合の必要性

ジャカルタ・モノレールは、2000 年前後、東南アジ

ア諸国の首都バンコクやマニラ、クアラルンプールに比

べ、都市交通インフラ整備の遅れが目立ち始めた頃から

の計画である。特別州政府は、年々深刻化する交通混雑・

渋滞の解消に向け、04 年、30 年間の BOT（民間事業者

が建設・営業し、その後、公共へ移管）方式により着手

した。都市開発の進むビジネスゾーンや既存の交通拠点

を結ぶ２路線、約 27km（30 駅）、総工費６億３千万ドル

（約 630 億円）の事業である（当時・最近の新聞情報）。

しかし、建設着手後に経済環境の変化、事業請負共同企

業体の計画のずさんさ及び建設資金不足により中断、現

在も築造半ばの高架橋脚が錆びたまま放置されている。

現在、特別州政府は事業整理に取り組んでいる。

この例にも見られるように、ゴールデン・トライアン

グルと呼ばれる新興ビジネス街の都市開発は、自動車交

通に対応した計画・設計になっており、また、同時期に

事業を開始した公共交通バスウェイ BRT は並行運行し

ており、都市政策分野間の調整・統合及び交通モード間

の連携など、政策・計画の総合化が求められる。
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写真３　 頓挫したモノレール建設事業（ラスナ・サイド
通りの休日） 
片側４車線＋ BRT 専用車線＋ BRT 停留所進入
歩斜路

（２ ）ジャカルタ首都圏都市交通政策統合プロジェクト

JUTPI

プロジェクトの目標成果は、当初、「首都圏総合都市

交通計画調査（SITRAMP2）の改定と更新」及び「首都

圏都市交通政策統合アクション推進会議の立ち上げ」で

あった。プロジェクトの進捗及びイ国側のオーナーシッ

プの向上により、後日、「アクション推進会議」は「交通

庁 JTA: 首都圏 Transportation Authority」へと進化した。

①　首都圏交通マスタープランの策定

旧マスタープラン SITRAMP2 の改訂・更新は、多極

分散ネットワーク型都市構造の構築、都市高速鉄道MRT

の建設と既存鉄道の改良による沿線開発型ネットワーク

の構築、高速路線バス BRT ネットワークの増強及び交

通混雑解消方策としての多様な交通管理システムの導入

などの視点から見直された。

マスタープラン 2030 では、鉄道約 200km、バスウェ

イ約 150km を新設し、公共交通ネットワークによる地域

居住人口カバー率を 17％から 37％へ引き上げる。また、

ジャカルタ特別州の道路面積率を 9.1％へ、周辺市域のそ

れを 2.6％へ拡大するとともに、高速道路網の増強を約

340km とするなど、総額 2.53 兆円の官民インフラ投資を

必要としている。

②　パイロット事業「パークアンドライド」の実施

本マスタープランでは、パイロットプロジェクトとし

て、交通需要管理の一手法であり、公共交通の利用促進

方策である「パークアンドライド」の整備を実施した。

ジャカルタ特別州と郊外とを南北に結ぶBogor線のポ

ンドック・チナ駅を最寄駅とする地域の通勤者を対象と

した。地方政府、交通管理者及び地域住民・通勤者に対

するインパクトを考慮し、通常の専用的に整備する郊外

大型駐車場ではなく、周辺都市の都心・交通拠点にある

既存施設を活用する事業とした。同駅から 150 ｍほど離

れた商業モール（デポック・タウン・スクエア）の協力・

参画を得て、施設付帯である８層立体駐車場の平日閑散

期の有効活用を目標としたため、経費のかかる整備工事

は駐車場から駅間改札口までの歩道整備のみで完了する

ことができた。さらには、将来における鉄道駅周辺再開

発や交通指向型都市開発 TOD における整備シナリオの

指針にもなり得ると確信している。

図３　パークアンドライドの配置図

本事業は、カウンターパート CP である地元自治体デ

ポック市交通局が、主役であり、利害関係者間の調整役

となって進められた。主な参画者は、通勤者、鉄道事業

者及び商業モール事業者である。実施期間は2011年２月

から３月の週末を除く１ヶ月間とした。

事業結果は、まず、通勤者は渋滞の悩みが解消し、鉄

道事業者は乗客の増加、商業事業者は施設の賑わいと売

り上げの増加となり、「三方良し」であった。さらには、

市交通局は一つの交通需要管理手法と事業調整能力に自

信をもち、テレビ広報、他都市への助言などを実施すると

ともに、事業完了後も、商業事業者と調整・協力し、パー

クアンドライド事業を続行している。もちろん、JICA プ

ロジェクトも最小の経費で波及効果の大きいパイロット

プロジェクトを完遂することができた。「五方良し」で

あった。

③ 　省庁・自治体連携型組織「首都圏交通庁 JTA」の設

置に向けて

マスタープランの策定及びその実施において、最大の

課題は関係省庁・自治体等関係機関の連携である。交通
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インフラにとっての地域的不連続及びモーダル間連携の

不在は、市民の利便性・経済性・安全性にとって、事業

者の経済活動にとって、さらには、都市の経営者にとっ

て致命的である。

本プロジェクトにおいては、約 30 省庁・機関に及ぶカ

ウンターパート CP と大小様々 100 回を超える調整会議

やセミナーを開催するとともに、省庁・自治体混成 10 名

前後の研修員団による４次に渡る本邦研修を実施し、都

市インフラ整備手法のみならず、交通管理者、都市の開

発管理者、交通や都市開発の事業者等と、それぞれの役

割や事業のあり方を議論し、学んだ。

また、日々悪化する交通問題に危機感を覚えた副大統

領及び大統領府開発管理官事務所UKP4のリーダーシッ

プのもと、本プロジェクトの成果目標「マスタープラン

の策定」に続く「調整機能組織の立ち上げ」は、「ジャカ

ルタ首都圏交通庁 JTAの設置」へと格上げされ、UKP4

が CP チームに合流した。

JTAは、首都圏における効率的かつ効果的な交通ネッ

トワークの開発、整備を行い、都市の過度な一極集中を

回避すると同時に、郊外地域に都市拠点を創出すること

を主なねらいとし、計画・協力、交通システム開発及び

モニタリング・評価などの分野により組織構成される。

2012 年に JTA 組織（案）が内閣官房へ提出されている

が、首都圏地域の持続的経済成長への支援、交通サービ

スの改善及び市民生活のためのよりよい環境づくりを目

指し、この政策統合・実施機能の設立が待たれる。

 

写真５　本邦研修 （社）日本経済団体連合会との意見交換会

３．日本の都市計画システムをア

ジアの都市開発へ

新興国の大都市においても、MRT建設に伴う商業・業

務等ターミナル周辺再開発や、成長する中産階級や海外

からの投資などに向けた郊外のニュータウンや工業団地

などの都市開発が進みつつある。一方、人口集中など都

市成長の進展により急増する水や電力・エネルギー、交

通・通信などの需要へ対策、及び水環境の保全や二酸化

炭素 CO2削減などの気候変動対策に大きな課題を残す。

これらの新興国大都市の持続可能な成長に向けた、日

本の交通指向型複合ターミナル拠点再開発、ニュータウ

ン・環境都市開発や環境共生型産業団地など、より高度

な経済活動やより良き市民生活を支えるハード・ソフト

の社会基盤を備えた総合的な事業計画・知見・経験及び

都市計画法に基づく包括的な開発事業手法へのニーズ及

び適用・導入可能性は高い。

（１）日本の都市計画システムの可能性

「計画なきところに開発なし」といわれるように、健全

で秩序ある開発を進めるため、限られた空間に自然環境

や地域社会・文化と調和した包括的な都市計画を定める

必要がある。

日本の都市計画の基本である、開発を促進する「市街

化区域」と、開発を抑制、自然を保全する「市街化調整

区域」の「線引き」の制度は、アジアの成長期にある都

市の開発管理に非常に有効である。技術革新と産業構造

（実施前）

（実施後）

写真４ 　パークアンドライド駐車場（商業モールに付帯す
る駐車場の３Ｆ以上層の平日あき空間活用）
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の変化などに対応しながら、概ね 10 年毎に見直し・進

化する都市計画・土地利用（用途地域）計画は、経済活

動と市民生活に不可欠な都市施設・公共施設と一体的に

計画され、「環境都市」や「コンパクトシティ」づくり、

あるいは「交通指向型開発 TOD」などを効率的・効果的

に実現へ導くことができる。

また、都市計画の「決定」による都市施設・都市計画

事業に係る建築制限と強い土地収用権は、開発に必要な

地域の明確化、土地利用と都市施設の明確化、地域住民

のコンセンサスづくり、さらには都市施設により土地利

用計画の促進効果をもたらせる。日本と同じく、土地に

大きな経済価値を置き、年々開発事業・公共施設用地の

取得が難しくなるアジア新興国の公共インフラ整備に係

る土地収用制度づくりの参考になる。

（２）アジア諸国に理解される土地区画整理事業の思想

土地区画整理は、日本に限られた開発事業法ではない。

古くは 1902 年、ドイツにおいて“Lex Adickes Act”が

制定されている。東南アジアでも、2004 年、タイで土

地区画整理法が成立した。その他、フランス、スウェー

デン、オーストラリア、韓国、台湾、インドネシア、ネ

パール、インドにも同様の制度が存在する。インドネシ

アでは、未だ事業として定着していないが、日本語のま

ま「Kukaku-Seiri」と呼ばれている。

アジア諸国からの研修員に対する、日本研修における

区画整理の事業前から事業後へのシナリオが、カウン

ターパート CP の深い関心と事業意欲を導き出すこと、

度々である。古い商業・業務拠点の６～７ｍの道路が、

２車線と十分に広く快適な両側歩道へと拡幅され、宅地

は数倍の容積へと高度利用されている。現場で古い写真

を見ながら「この住宅の住人は、今どこに？」「この商店

主は廃業？」という質問に、背後のビルを指さし「この

商業床へ移転している」「向こうの高層マンションに住ん

でいる」という説明に、土地収用が進まず、多くの事業

の停滞に悩む彼らは、「目から鱗が落ちた」ということで

あった。

①　土地所有者・借地人等住民の権利保障と事業参画

都市開発における土地区画整理事業手法の重要な特徴

は、「地権者・借地権者への公平な開発利益の分配」「権利

の移転・換地による地域コミュニティの保全・存続」及び

「地権者・借地権者の参画を基本とする民主的で公平な手

法」という点にある。区画整理において、地権者・借地権

者は事業主体であり、その地域に住み続けたい地権者は、

そのまま住み続けることができる。事業者も従前権利を

新しい区画や事業床へ換地することができる。それゆえ、

土地収用の課題を克服できるのである。それぞれの国に

おける都市計画システムの技術的内容は異なるが、この

権利者の参画システムなどは移転可能であり、各国の都

市開発事業を促進する事業手法となり得る。

②　都市施設・公共施設の整備

土地区画整理の目的には、小規模・不整形土地利用地

域の問題解決及び宅地供給に続き、道路などの都市施

設・公共施設の効率的な整備がある。日本では、ニュー

タウン事業や都心地域開発事業手法という華やかな都市

開発への適用もあるが、戦災や地震・大火災などへの唯

一・最善の復興手法として多く活用されてきた。在来の

４ｍや６ｍ道路により形成された密集住宅市街地におい

て、いかに市民生活を守る公共施設とその用地を確保す

るか、その最適な解答が、防災対策として、建物不燃化

対策として、積極的に活用されてきた。

アジア諸国大都市の経済成長、持続可能な成長にとり、

最大の課題が都市インフラの不足であり、その解消に向

けた都市計画事業手法の不在にある。土地区画整理事業

は、平時においては日本でも、その施工期間に比べ数倍

の時間を事業調整・協議などの法的手続きに費やしてお

り、開発途上国の事業手法としては適合しないように見

えるが、地権者等の住民参画と道路等の公共施設の用地

確保に要する時間を考慮すれば、都市インフラ不足の打

開策となり得る。土地区画整理により、公共施設の改良、

再配置による土地の利用が促進され、開発コストは便益

者により分担されること、その一方、土地利用価値と地

価そのものが向上し、地権者・借地権者等へ公平に開発

利益が分配されることが理解されれば、そして、地権者

や借地権者である市民自身が事業に参画する民主的で公

平な事業手法であると認識されれば、この包括的都市開

発事業は実現・収束に向かう。土地区画整理は「都市計

画の母」といわれる所以はここにある。

（３）適切な都市経営と開発管理によるまちづくり

未だ、都市計画・開発事業関連法制度が整わないアジ

ア諸国大都市では、住宅や産業用地の供給など都市開発

事業の殆どを民間セクターに頼っている。その一方で、

開発事業がその区域内及び周辺区域へ与える正負の影響

が適正に把握・管理されていない。新しい開発区域にお

ける住民・事業者の都市活動に必要な公共施設が不備で

あったり、周辺地域の都市インフラ不足に拍車をかける

開発事例も多い。日本の都市行政同様、限られた財源に

よる後追いの公共施設整備は難しい。特に、財源の厳し

い開発途上国の地方自治体においては、適正な開発利益

による公共施設整備への再投資指導など、都市行政によ
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る適切な開発管理が求められる。

日本の都市計画法では「開発行為等の規制」に基づき、

環境の保全、災害の防止及び利便の増進など、開発区域

における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域にお

ける環境の保全とが図られるように公共施設、学校その

他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築

物の用途の配分が定められている。具体的には、法第 29

条「開発行為の許可」、第 32 条「公共施設の管理者の同

意等」、第 33 条「開発許可の基準」等の規定がある。持

続可能な成長のため、環境都市や高度土地利用を促進す

ることによるコンパクトシティの実現、公共交通のサー

ビス向上と利用の促進及び周辺地域の緑地や農地の保全

などを規制・管理する必要がある。開発途上国では、こ

のような法制度が不備・不明確、あるいは執行されてい

ないため、スプロール開発を助長し、民間活動・資金の

導入が阻害されるということもある。

このような状況下において、日本の都市開発管理分野

における基礎的な法制度、経験・知見は、アジア新興国

にとって、非常に有用である。政府間の技術協力等によ

り、都市開発事業に係る公共施設管理者の役割と責任を

明確にし、新規の開発区域における安心・安全で利便な

市民生活や、企業の安定した営業・操業を保障するガバ

ナンスを構築することにより、新たな市民・人材及びよ

り付加価値の高い日系製造業などを誘致することが可能

となる。また、交通アクセスなど都市インフラの経営環

境の向上及び潜在需要の促進となり、民間連携 PPP 事業

や借款事業の円滑な導入に繋がる。

（４）包括的都市開発事業／交通指向型開発 TODの推進

安全性はもとより、多様な市民生活と活発な都市活動

の基盤づくりとなる都市開発事業にとり、まず必要不可

欠な機能は、道路・鉄道等の交通施設である。都市イン

フラ関連技術における日本の強みは、こういった複数の

必要部品を組み合わせ、調整と総合化により、「１＋１」

を「２」以上に組み上げる技術にある。

古のシルクロードの都市国家の発展と衰退の歴史が語

るように「都市」と「道」は、一体的に発展・衰退するも

のであり、双方の補完関係が必要とされる。日本の都市開

発・まちづくりも、全国をカバーする街道、鉄道、高速

道路、新幹線の整備の歴史である。一方、日本の都市内

においては、小林一三翁の阪急電鉄によるデパートから

住宅、娯楽施設、学校等を一体的に鉄道沿いに整備する

沿線地域開発などを手本とする交通指向型開発 TOD が

基本となっている。デパート三越が地下鉄の駅建設資金

を負担し、直通出入り口を設置、さらには、東急グルー

プが渋谷とニュータウンとを結ぶ鉄道の沿線開発を進め

るとともに、日比谷線・半蔵門線との相互直通運転を実

施し、圏域を拡大していった事例もある。当市、神戸市

もその都市計画政策において、土地利用・都市開発、都

市交通、居住環境、自然環境共生、そして、安全と安心

のまちづくりなど、包括的な開発事業を計画・実施して

きた。特に、西神ニュータウン開発事業では、沿線に研

究学園都市、工業団地、流通業務団地及び大規模公園等

までを配置し、その面積は 2,000ha に及ぶ。

これらの包括的・分野横断型都市開発事業の計画・実

施技術、経験・知見は、新興国大都市において、まさに

必要とされる概念であり、事業手法である。この事業手

法に係る日本研修を実施する度に、来神された東南アジ

ア等諸都市の市長や計画部局職員から、包括的開発事業

／交通指向型開発 TOD への技術協力要請を受け、当公

社が実務面を市や関係団体の支援のもと、可能な限り対

応することとしている。

４．包括的な ODAにおける都市

開発協力の役割

日本の政府開発援助ODAは、2008 年、国際協力銀行

JBIC を統合した独立行政法人国際協力機構 JICA が、有

償資金協力及び無償資金協力を一元的に担い、包括的に

実施されることになった。新 JICAは「すべての人々が恩

恵を受ける、ダイナミックな開発を進めます」というビ

ジョンを発表し、４つの使命「１．グローバル化に伴う

課題への対応」「２．公正な成長と貧困削減」「３．ガバ

ナンスの改善」及び「４．人間の安全保障」を設定した。

これらの使命は、そのまま、多様な都市問題の解決に

向けた広義の都市開発・地域開発への支援・協力活動と

捉えることができる。経済成長を促すグローバル化の進

展に伴う課題である、富の偏在化や気候変動、感染症な

どの脅威は、人口が集中し膨張する都市の課題に起因す

るともいえる。そして、貧富の格差は都市において、よ

り深刻であり、社会・経済インフラの支援を必要として

いる。民主的な住民参加や充実した行政サービスなど、

ガバナンスの改善も人口密度の高い都市にとって喫緊の

課題である。そして、災害や環境破壊などの「脅威」や

社会サービス・基礎インフラの「欠乏」などの脅威も、

多くは都市に集中しており、ハード・ソフト都市開発へ

の支援が急がれる。

JICAは、このビジョンの実現に向け、使命を果たすた

め組み上げた戦略の一つが「包括的な支援」である。技術

協力・有償資金協力・無償資金協力という援助手法を一

体的に活用・運用する方針である。総合的なまちづくり・

都市開発では、都市政策やマスタープランの策定から個
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別インフラの事業計画、設計、施工、そして運営・維持

管理という「川上」から「川下」まで縦断的かつ一体的

に支援する必要がある。また「住み」「働き」「学び」「憩

う」という都市活動を支える住宅・交通から教育・福祉

施設までの分野横断的な都市インフラを有機的に連携・

整備する必要がある。具体的な支援工程としては、都市

政策・制度の改善、人材育成と能力開発、インフラ整備

とその運営・維持管理と長期にわたるため、まさに、支

援手法も技術協力・有償資金協力・無償資金協力、海外

投融資、さらにはボランティア事業まで、包括的に運用

することにより、効果的・効率的な国際協力を実現する

ことができる。たとえ緊急案件であっても、都市鉄道整

備であれば、ターミナル機能及びそのアクセス機能を組

み合わせるなど複合的事業とすれば、需要・開発効果は

より高まり、鉄道事業の経営を安定化することができる。

都市開発分野と密接に関係する、もう一つの JICA 戦

略が「開発パートナーシップの推進」である。まちづく

りや都市活動には、多様な場面があり、多様な人材が求

められる。実際のまちづくりの「現場」経験を積んでき

た自治体、開発途上国の課題分析や開発手法を研究する

学界、コンサルタント・建設・不動産業界や製造・市場

サービスまでの民間企業などとの連携・パートナーシッ

プが、より効果的な国際協力を産み出すと考える。

おわりに

地球規模の課題である温暖化・気候変動・大規模自然

災害及び貧困や紛争などに起因する人間の安全保障に向

けて、人口・機能の集中する開発途上国大都市の都市問

題は、相互依存・互恵関係を基礎とするグローバルな課

題として、先進国も取り組むべき課題へと変貌した。ま

た、韓国や台湾の出生率は、既に日本の 1.32 を下回る水

準となり、急速な少子高齢化問題が浮上しており、今世紀

の後半には、労働力の供給機能を果たす新興国等国民も

高学歴化や女性の労働参加により、人口構造は変化する

と想像できる。国際的な資源と市場の争奪戦に労働力の

争奪戦が加わり、グローバルな課題はより複雑化する。

地球規模の課題と向き合う我々にとり、明快な解答の

ひとつは、まず、開発途上国の持続可能な成長の実現を

支援することである。人口爆発の進むアジア・アフリカ

諸国などにおける貧富の格差是正・貧困の削減・所得の

向上、教育・保健などの公共サービスの充実及びそれぞ

れの地域に適応した環境都市・地域の整備などが促進さ

れ、地球と人間が大切にされれば、温室効果ガスの削減

による気候変動の抑制、様々の災害に対する減災、環境

破壊や感染症及び紛争やテロの回避へと歩を進めること

ができる。

そして、この人間の生活・活動を支える社会・地域・

都市基盤の構築、すなわち、「環境都市」などの側面を備

えた総合的なまちづくりを地球規模の課題に対するひと

つの回答として推進することが望まれる。「開発途上国を

元気にすることで日本も元気になる」ため、グローバル

化した世界における日本のミッション、国際協力におけ

る先進環境都市の役割として、その経験と知見を伝えて

いくことが重要である。

最後に、本文の基礎となる、これまでの国際協力・技

術協力の機会をご提供いただいた独立行政法人国際協力

機構、国土交通省及び土木計画学会等関係学会、さらに

はアジア、アフリカ諸国のカウンターパートの皆様に感

謝したい。
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